
令和７年２月４日 

政 策 経 営 部 

官民連携・行政手法改革担当課 

 

世田谷区への遺贈希望者に対する連携に関する協定の締結について 

 

１ 主旨 

 区のふるさと納税による流出額は年々拡大し、令和６年度には約１１１億円と看過でき

ない規模となっており、区の財政を脅かす大きな負担となっている。 

一方で、区への寄附額も増加傾向にあり、特に、遺言による個人資産の寄附（以下、

「遺贈」という。）のご相談をいただくことも増えている。区としても、寄附者の想いを

実現するため、寄附のしやすい環境の整備に取り組んでいるところであるが、遺贈に関し

ては、相続・遺言に関する相談や遺言書の作成、執行などの専門的な知識が必要であり、

区民からのご相談に対し、十分にお応えできていない現状がある。 

今般、金融機関からの提案を受け、遺言信託業務に関するサービスや遺言業務を扱う法

人等の案内を行う信託銀行、銀行及び信用金庫と、遺贈に関する金融機関との連携として

は２３区で初となる「世田谷区への遺贈希望者に対する連携に関する協定」を締結し、官

民連携により区民からの遺贈のご相談に対応し、寄附のしやすい環境の整備に取り組んで

いく。 

 

２ 連携内容 

（１）概要 

区への遺贈を希望される方（以下、「遺贈希望者」という。）の手続きをより円滑に進め

ていくことを目的に、区は、遺贈希望者が希望する場合、協定先による相談窓口を紹介す

る。 

協定先は、区への遺贈に関する相談窓口を設置し、遺贈希望者の相続・遺言等に関する

ご相談を伺い、遺言信託業務に関するコンサルテーション又は遺言に係る業務を扱う法人

等の案内を行う。 

※遺贈に関する相談は無料。遺言信託業務等のサービスの利用にあたっては、金融機関 

所定の手数料・報酬等が必要となる。 

 

（２）区と協定先の役割 

区 

✓ 区ホームページ及び各種広報物における、協定先による相談窓口の紹介 

✓ 遺贈希望者から区に相談があった際の、協定先による相談窓口の紹介 

✓ 遺贈等区への寄附に関する意識啓発への相互協力 

協

定

先 

✓ 遺贈に関する相談窓口の設置 

✓ 相談窓口における遺贈希望者の相談への対応 

✓ 遺贈希望者への遺言信託業務に関するコンサルテーション【信託銀行・銀行】 

✓ 遺贈に係る業務を行う法人等の案内【信用金庫】 

✓ 遺贈等区への寄附に関する意識啓発への相互協力 
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３ 協定相手方及び相談窓口（順不同） 

会社名 相談窓口の名称及び所在地 

三井住友信託銀行株式会社 

 

三井住友信託銀行 三軒茶屋支店 

（世田谷区太子堂４－１－１） 

株式会社みずほ銀行 

みずほ信託銀行株式会社 

（包括連携協定に基づく覚書） 

みずほ銀行 世田谷支店 

（世田谷区太子堂２－１４－８） 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 三菱ＵＦＪ信託銀行 成城支店 

（世田谷区成城６－１４－８） 

株式会社りそな銀行 りそな銀行 世田谷支店 

（世田谷区三軒茶屋２－１１－２２） 

世田谷信用金庫 世田谷信用金庫 コンサルティング部 

（世田谷区玉川３－１９－１ 玉川支店内） 

昭和信用金庫 昭和信用金庫 営業支援部 

（世田谷区北沢１－３８－１４） 

※受付後、希望する各支店での対応 

城南信用金庫 城南なんでも相談プラザ 

（品川区西五反田７－２－３） 

※受付後、希望する各支店での対応 

※各協定先の詳細な情報は「別紙１協定先一覧」のとおり。 

※各信用金庫は、遺言信託業務を扱っていないため、遺贈希望者からの相談を受けたうえ

で、遺贈に関する協力の要請があった場合には、遺言に係る業務を扱う法人等の案内を

行う。 

 

４ 協定書 

（１）信託銀行・銀行との協定書（別紙２のとおり） 

「世田谷区への遺贈希望者に対する連携に関する協定書（遺言信託を含む相談窓口の 

紹介）」 

 ※みずほ銀行及びみずほ信託銀行とは、包括連携協定に基づく覚書を締結 

 

（２）信用金庫との協定書（別紙３のとおり） 

「世田谷区への遺贈希望者に対する連携に関する協定書」 

 

５ 今後のスケジュール（予定） 

  令和７年２月１０日 協定締結式、プレスリリース 
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別紙１

（順不同）

会社名

本店所在地 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号

設立 １９２５年７月２８日

資本金 ３，４２０億円

拠点数（国内） １４７か所（令和６年３月時点）

本店所在地 東京都千代田区丸の内一丁目３番３号

設立 ２００３年３月１２日

資本金 １兆４，０４０億円

拠点数（国内） ４６３か所（令和６年６月時点）

本店所在地 東京都千代田区丸の内一丁目３番３号

設立 ２００３年３月１２日

資本金 ２，４７３億円

拠点数（国内） ５９か所（令和５年３月時点）

本店所在地 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

設立 １９２７年３月１０日

資本金 ３，２４２億円

拠点数（国内） ５１か所（令和６年３月時点）

本店所在地 大阪府大阪市中央区備後町二丁目２番１号

設立 １９１８年５月１５日

資本金 ２，７９９億円

拠点数（国内） ３２４か所（令和６年１０月時点）

本店所在地 東京都世田谷区世田谷一丁目２３番３号

設立 １９２１年４月１２日

拠点数（国内） １４か所（令和６年１２月末時点）

本店所在地 東京都世田谷区北沢一丁目３８番１４号

設立 １９３２年１２月１７日

拠点数（国内） １９か所（令和６年１２月末時点）

本店所在地 東京都品川区西五反田七丁目２番３号

設立 １９４５年８月１０日

拠点数（国内） ８６か所（令和６年１２月末時点）

城南信用金庫

協定相手先一覧

詳細

三井住友信託銀行株式会社

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

株式会社りそな銀行

昭和信用金庫

株式会社みずほ銀行

（包括連携協定に基づく覚書）

みずほ信託銀行株式会社

（包括連携協定に基づく覚書）

世田谷信用金庫
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世田谷区への遺贈希望者に対する連携に関する協定書 

（遺言信託を含む相談窓口の紹介） 

 

 世田谷区（以下「甲」という。）と●●信託銀行株式会社（以下「乙」という。）は、甲へ

の遺贈を希望する者（以下「遺贈希望者」という。）に対して、甲が、相続・遺言に関する

相談、遺言書の保管および遺言の執行にかかる一連のサービス（以下「遺言信託業務」と

いう。）を提供する乙を紹介すること、および乙が遺贈希望者に対して遺言信託業務に関す

る相談への対応・助言及び案内（以下「コンサルテーション」という。）を行うことに関し、

次のとおり合意し本協定を締結する。 

 

（遺贈希望者に対する紹介） 

第１条 甲は、遺贈希望者の申し出があった場合は、遺贈希望者に乙を相談窓口として紹

介することができる。 

２ 前項の紹介に際して、甲は、遺言信託業務の説明や勧誘行為をいっさい行わないもの

とする。 

 

（遺贈希望者に対するコンサルテーション） 

第２条 乙は、遺贈希望者に対して乙の本支店を窓口として、遺言信託業務に関するコン

サルテーションを、誠意をもって行う。 

２ 遺贈希望者が遺言信託業務の利用を希望する場合、その引受可否については、乙にお

いて判断する。乙において引受可能と判断した場合は、乙の定める手続により、遺贈希望

者と乙との間で契約締結その他の必要な手続きを行う。 

３ 遺贈希望者の希望する遺贈内容に関し、対象財産が金銭以外の財産である場合や甲に

対して何らかの条件・負担が付せられている場合には、乙は、その受け入れの可否を甲に

確認したうえ、その回答内容に則して遺贈希望者に対するコンサルテーションを行うもの

とする。ただし、乙の甲に対する遺贈内容の受け入れ可否の確認は、遺贈希望者を特定で

きない形で行う。 

４ 前項の場合を除き、遺言信託業務に関する相談、契約締結等の手続に、甲は一切関与

しない。 

 

（秘密保持義務） 

第３条 乙は、個人情報保護および守秘義務順守のため、遺贈希望者に関する情報および

遺贈希望者の遺言の内容を、正当な理由なく甲及び第三者に開示または漏洩せず、甲もこ

れを乙に求めない。 

 

（個人情報保護） 

第４条 甲および乙は、遺贈希望者の個人情報について適用される法令・ガイドライン等

を遵守する。 

 

別紙２ 
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（遺贈手続き） 

第５条 遺贈希望者の相続開始後、乙が遺言執行者に就任した場合には、乙は速やかに甲

に遺贈内容を通知して遺贈手続きをすすめるものとし、甲は必要な協力を行う。 

 

（広報活動及び公表の同意） 

第６条 甲及び乙は、遺贈等甲への寄附に関する意識啓発に相互に協力することができる。 

２ 甲及び乙は、本協定に関して対外的に広報活動を行う場合やパンフレット等の対外告

知文書等に相手方に関する内容を記載する場合には、事前に相手方の了承を得るものとす

る。 

 

（反社会的勢力の排除） 

第７条 甲及び乙は自らが、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年

を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロま

たは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者（以下これらを「暴力団員等」という。）

に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわ

たっても該当しないことを確約する。 

(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること 

(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること 

(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的を

もってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること 

(4)暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認め

られる関係を有すること 

(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関

係を有すること 

２ 甲及び乙は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを

確約する。 

(1)暴力的な要求行為 

(2)法的な責任を超えた不当な要求行為 

(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 

(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の

業務を妨害する行為 

(5)その他前各号に準ずる行為 

３ 甲及び乙は、相手方が暴力団員等もしくは第１項(1)～(5)のいずれかに該当し、もし

くは第２項(1)～(5)のいずれかに該当する行為をし、または第１項の規定にもとづく表明・

確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、相手方との取引を継続することが不適切で

ある場合には、何ら催告をしないで直ちに本協定を解除することができるものとする。な

お、本協定の解除に伴い相手方に費用が発生し、もしくは損害が生じた場合であっても、

他の規定にかかわらず相手方は甲または乙に対し当該費用及び損害の請求を行わないもの

とする。 
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４ 前項の事由により、本協定の解除を請求した者に費用が発生し、もしくは損害が生じ

た場合には、その相手方に対して費用の償還請求または損害賠償請求を行うことができる

ものとする。 

５ 本条の定めと本協定（本協定に係る取引に適用される甲乙間の別の契約があればその

契約を含む）における他の条項の定めに齟齬がある場合には、本条の定めを優先するもの

とする。 

 

（報酬等） 

第８条 甲および乙は、本協定に定める事項に関し相互に何らの報酬も求めないものとす

る。 

 

（協議事項等） 

第９条 本協定の解釈については疑義を生じた場合および協定を変更する必要が生じた場

合には、甲及び乙の協議のうえ決定する。 

 

（有効期間） 

第 10条 この協定の有効期間は、協定書調印の日から令和８年３月３１日までとし、有効

期間満了日の１か月前までに甲または乙のいずれからも何らの申し出がないときは更に１

年間延長されるものとし、以後も同様とする。 

 

（管轄裁判所） 

第 11条 本協定に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管

轄裁判所とする。 

 

 本協定を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名捺印のうえ、各１通を保有する。 

 

 

令和７年２月１０日 

 

東京都世田谷区世田谷四丁目２１番２７号 

甲 世田谷区 

世田谷区長 

 

 

東京都●● 

乙 ●●●● 

●●●● 
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世田谷区への遺贈希望者に対する連携に関する協定書 

 

 世田谷区（以下「甲」という。）と●●信用金庫（以下「乙」という。）は、甲への遺贈を

希望する者（以下「遺贈希望者」という。）に対する連携について、次のとおり協定を締結

する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、遺贈希望者の手続きをより円滑に進めていくことを目的に、甲と乙

の連携に関して必要な事項を定めるものとする。 

 

（取組み事項） 

第２条 甲および乙は、第１条の目的を達成するため、次に掲げる事項に取り組む。 

（１）甲は、遺贈希望者の申し出があった場合は、遺贈希望者に乙を相談窓口として紹介

することができる。 

（２）前項の紹介に際して、甲は、乙が提供する業務の説明や勧誘行為をいっさい行わな

いものとする。 

（３）乙は、遺贈希望者に対して相続・遺言等に関する相談を受け、遺贈希望者から区へ

の遺贈に関する協力の要請があった場合には、遺言に係る業務を行う法人等の案内

を、誠意を持って行う。 

（４）甲および乙は、遺贈等甲への寄附に関する意識啓発に相互に協力することができる。 

 

（秘密保持義務） 

第３条 乙は、個人情報保護および守秘義務順守のため、遺贈希望者に関する情報および

遺贈希望者の遺言の内容を、この協定の期間中はもとより、この協定の終了後も正当な理

由なく甲その他の第三者に開示または漏洩せず、甲もこれを乙に求めない。 

 

（個人情報保護） 

第４条 甲および乙は、遺贈希望者の個人情報について適用される法令・ガイドライン等

を遵守する。 

 

（報酬等） 

第５条 甲および乙は、本協定に定める事項に関し相互に何らの報酬も求めないものとす

る。 

 

（協議事項等） 

第６条 本協定の解釈については疑義を生じた場合および協定を変更する必要が生じた場

合には、甲および乙の協議のうえ決定する。 

 

 

別紙３ 
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（有効期間） 

第７条 この協定の有効期間は、協定書調印の日から令和８年３月３１日までとし、有効

期間満了日の１か月前までに甲または乙のいずれからも何らの申し出がないときは更に１

年間延長されるものとし、以後も同様とする。 

 

 

 本協定を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名捺印のうえ、各１通を保有する。 

 

 

令和７年２月１０日 

 

 

東京都世田谷区世田谷四丁目２１番２７号 

甲 世田谷区 

世田谷区長 保坂 展人 

 

 

東京都●● 

乙 ●● 

●● 
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